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■対策本部メンバーの役割
【対策本部長】：事業継続における最高責任を有し、事業継続に必要な経営判断を行う。
【対策副本部長】：対策本部長の役割を補佐する。
【情報収集責任者】：対策本部が事業継続に必要な正しい判断を行えるよう、法人内外の情報を収集する。
【広報対応責任者】：事業継続に関する対応について、法人外との調整を行う。
【予算管理責任者】：事業継続に必要とされる予算の管理を行う。
【特命担当責任者】：対策本部長が必要に応じて任命し、緊急課題（特命）の対応を行う。
【各副責任者】：各責任者の役割を補佐する。
※上記責任者がBCP発動時に不在の際には下記の対応を行う。

・対策本部長不在の場合は対策副本部長が代理として権限を引き継ぎ、対策本部の運営を行う。
・各責任者が不在の場合はその配下の副責任者が代理として権限を引き継ぎ、各責任者としての業務を遂行する。
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